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☆模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告
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模倣品・海賊版対策の相談業務に
関する年次報告

経済産業省製造産業局模倣品対策室

～【本編】政府模倣品・海賊版対策総合窓口の業務報告～

　経済産業省は、経済産業省及び関係省庁（内閣府、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、
文部科学省及び農林水産省）が、この１年間に実施した模倣品・海賊版対策等についてとりまとめました。

１．相談業務の状況

（１）政府総合窓口の相談受付状況

①受付件数の推移
政府総合窓口では、2004年８月に窓口が設置
されて以来、2016年末までに合計11,442件の相
談や情報提供等を受け付けました。
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受付方法は、電子メールでの受付が、電話や
面談での受付を大きく上回り、全体の85.9%に
上っています（図表１）。

2016年の受付件数の総数は、2015年に比べて
わずかに減少し、898件となりましたが、この
うち相談件数について見ると、2016年は、過去
最高の348件となりました（図表２）。

この348件について分析したところ、被害を
受けた権利者からの相談は143件、模倣品等を
購入してしまった消費者からの相談は40件、そ
の他の相談は165件でした。

②インターネット取引関連の相談・情報提供
2015年に受け付けた898件のうち、インター

ネット取引に関連する相談・情報提供が572件
と全体の約64％となっています（図表３）。
2009年以降、知的財産権を侵害しているとす

る通販サイトに関する情報提供が一般の消費者
から数多く寄せられています。現在、模倣品・
海賊版等の不正商品を巡る消費者取引に関する
相談を受け付けている各都道府県の消費生活セ
ンター等から紹介され、当窓口あてに侵害サイ
トに関する情報を提供する消費者も後を絶たず、
当窓口への情報提供の過半を占めています。

（２）国・地域別の相談件数
2004年～2016年の間に受け付けた相談案件1,897
件のうち、模倣品の製造国・地域が判明している
ものが644件ありましたが、このうち中国（香港
を含む。）に関する相談案件が全体の６割以上を占
めています。
次に、日本国内での案件に係る相談が多く、台
湾、韓国が続きます（図表４）。
2016年単年で見た場合には、中国に関する相談
案件が全体の５割以上になっており、次いで日本、
台湾、韓国が続く構成に大きな変化は見られませ
ん（図表５）。

図表３　インターネット取引関連の相談・

情報提供の推移

（注）「その他」は、郵送等で持ち込まれた件数

図表４　模倣品の製造国・地域が判明している

相談案件の割合（2004～2016年の累計）

図表２　受付件数の推移
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図表１　受付方法の内訳
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